
京都市交通局管理規程第２３号 

 京都市交通局会計規程の一部を改正する規程を公布する。 

平成２４年３月３０日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 葛西 宗久   

京都市交通局会計規程の一部を改正する規程 

京都市交通局会計規程の一部を次のように改正する。 

第１１条第４項中「，企画総務部企画課長」を削る。 

第２９条第２項に次のただし書を加える。 

 ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。 

   京都市乗合自動車旅客運賃条例及び京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程に規定 

  する旅客運賃等を領収する場合 

   京都市高速鉄道旅客運賃条例及び京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程に規定する 

  旅客運賃等を領収する場合 

    催物等における物品販売による販売料を領収する場合 

第２９条第３項中「払込書を作成し」を，「納入通知書を用いて」に改める。 

第３２条第１５号中「健康保険料被保険者負担金」を「京都市職員共済組合掛金に係る」

に改め，同条中第１８号を第２０号とし，第１７号を第１９号とし，第１６号を第１８号

とし，第１５号の次に次の２号を加える。 

   健康保険料及び厚生年金保険料被保険者負担金に係る事業主立替金 

   住民税に係る事業主立替金 

第３７条第３項中「払込書を作成し」を，「納入通知書を用いて」に改める。 

第４２条の２第３号を削り，同条第４号を同条第３号とする。 

第８２条第１項中「保管されているもの）」の右に「，高速鉄道事業用予備軌条」を加

える。 

第１２４条第１号中「，定期観光旅客運賃」を削る。 

第１３６条及び第１３９条中「企画課長」を「総務課長」に改める。 

別表第１中 

 

 



「 

企 画 総 務 部 総 務 課 長 企 画 総 務 部 総 務 課 庶 務 係 長

企 画 総 務 部 企 画 課 長
企 画 総 務 部 企 画 課 管 理 係 長

企 画 総 務 部 企 画 課 調 査 係 長

                                     」 

を 

「 

企 画 総 務 部 総 務 課 長

企 画 総 務 部 総 務 課 庶 務 係 長

企 画 総 務 部 総 務 課 担 当 係 長

（ 運 賃 収 入 担 当 ）

企 画 総 務 部 営 業 推 進 課 長
企 画 総 務 部 営 業 推 進 課

営 業 企 画 係 長

                                       」 

に改める。 

 別表第２中 

「 

企 画 総 務 部 企 画 課 長 企 画 総 務 部 企 画 課 管 理 係 長

                                     」 

を 

「 

企 画 総 務 部 営 業 推 進 課 長
企 画 総 務 部 営 業 推 進 課

営 業 企 画 係 長

                                       」 

に改める。 

附 則 

この規程は，公布の日から施行する。ただし，第１１条，第４２条の２，第１２４条，

第１３６条，第１３９条，別表１及び別表２の改正規定は，平成２４年４月１日から施行

する。 

（交通局企画総務部総務課） 

（交通局企画総務部財務課） 


